
令和８年第１回神栖市議会定例会議案一覧表 

 

 
議案番号 件　　名

 
議案第１号 教育委員会委員の任命について

 
議案第２号 神栖市行政組織条例の一部を改正する条例

 

議案第３号

神栖市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例

 
議案第４号 神栖市行政手続条例の一部を改正する条例

 
議案第５号 神栖市監査委員条例の一部を改正する条例

 
議案第６号 神栖市附属機関に関する条例の一部を改正する条例

 
議案第７号

神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例

 
議案第８号 神栖市税条例の一部を改正する条例

 
議案第９号 神栖市運動施設利用条例の一部を改正する条例

 
議案第 10 号

神栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例

 
議案第 11 号

神栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

 
議案第 12 号

神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例

 
議案第 13 号 神栖市印鑑条例の一部を改正する条例

 
議案第 14 号 神栖市犯罪被害者等支援条例

 
議案第 15 号 神栖市農産物直売所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例

 
議案第 16 号 神栖市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

 
議案第 17 号 神栖市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
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議案第 18 号 令和７年度神栖市一般会計補正予算（第９号）

 
議案第 19 号

令和７年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

２号）

 
議案第 20 号

令和７年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第４

号）

 
議案第 21 号 令和７年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

 
議案第 22 号 令和７年度神栖市下水道事業会計補正予算（第２号）

 
議案第 23 号 令和８年度神栖市一般会計予算

 
議案第 24 号 令和８年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算

 
議案第 25 号 令和８年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）予算

 
議案第 26 号 令和８年度神栖市後期高齢者医療特別会計予算

 
議案第 27 号 令和８年度神栖市水道事業会計予算

 
議案第 28 号 令和８年度神栖市下水道事業会計予算



プレス 用 

 令和８年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．１  
 

議案番号 件　　　名 概　　　要 備考

 議案第１号 教育委員会委員の任命について 井口　久惠 委員の任期が令和８年３月２７日をもって満了するこ

とに伴い、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有す

る 安藤　かおる 氏を教育委員会委員として任命したいので、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基

づき、議会の同意を求めるものであります。 

【氏    名】　安藤　かおる 

【住    所】　神栖市太田

 議案第２号 神栖市行政組織条例の一部を改正する条例 令和８年４月１日付けの行政組織改編に伴い、所要の改正を行うも

のであります。なお、本改正に伴い改正する必要が生じた条例につ

いて、本条例の付則においてその一部を改正するものであります。 

【改正内容】 
（１）部の廃止 
　第１条第１号「市長公室」を削る。 
（２）部の分掌事務 
・第２条第１号「市長公室」を削る。 
・第２条第２号「総務部」の分掌事務に「秘書に関すること。」及び 
「広聴に関すること。」を追加する。 
・第２条第３号「企画部」の分掌事務に「広報に関すること。」を追加する。 
・第２条第５号「健康増進部」の分掌事務に「地域医療の推進に関する

こと。」を追加する。 
(３) (１)及び(２)の改正に伴い、次に掲げる条例を付則で改正する。 
・神栖市職員の給与に関する条例 
　付則第３８項第４号及び別表第１中「公室長」、「医療対策監」に関す

る文言を削る。 
・神栖市職員の定年等に関する条例 
　第６条中「医療対策監」に関する文言を削る。

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律】（抄） 

第４条　〔略〕 

２　委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格

が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関

し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同

意を得て、任命する。 

３から５まで　〔略〕



プレス 用 

 令和８年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．２

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第３号 神栖市行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例

基幹業務システムの標準化及び予防接種法の一部改正による予防

接種事務のデジタル化に伴い、任意予防接種に係る費用の助成に

関する事務について、個人番号の独自利用事務として規定する必

要があるため、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
・別表第１及び別表第２に任意予防接種に係る費用の助成に関する規定

を追加する。 
・その他文言の整理を行う。

 議案第４号 神栖市行政手続条例の一部を改正する条例 行政手続法の一部改正に伴い、不利益処分における意見陳述に係る通知

の公示送達の方法を改めるため、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
・不利益処分における意見陳述に係る通知の公示送達について、事務所

の掲示場に掲示する方法によることと規定していたところ、インターネ

ットによる閲覧等の方法を可能とする規定に改める（具体的な方法につ

いては、規則に委任する。）。 
・本改正は行政手続法の一部改正と同じ改正内容であり、行政手続法は

法令を根拠とした処分を、神栖市行政手続条例は条例又は規則を根拠と

した処分を対象としていることから、本改正によりそれぞれの取扱いを

同様にする。

 議案第５号 神栖市監査委員条例の一部を改正する条例 地方自治法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、

所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
第３条中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３

項」に改める。



プレス 用 

 令和８年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．３

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第６号 神栖市附属機関に関する条例の一部を改正する

条例

神栖市成年後見制度利用促進協議会を設置し、成年後見制度の利

用の促進に関する基本的な事項について調査審議等するため、所

要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
別表に「神栖市成年後見制度利用促進協議会」を加える。

 議案第７号 神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例

神栖市ハラスメント審査会において知見のある外部委員を新たに

委嘱するため、また、消防団員の確保を目的とした処遇改善のた

め、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
・別表第２中、日額報酬の欄について「ハラスメント審査会の委員」及

び「消防団員」に係る報酬額を新設する。 
・付則において、神栖市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する

条例中、消防団員の手当に係る規定を削る。

 議案第８号 神栖市税条例の一部を改正する条例 国際観光ホテル整備法第３２条及び地方税法第６条第２項の規定

に基づく固定資産税の軽減税率について、その適用範囲及び適用

期間を改定するため、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
・対象建物に「登録旅館」を加える。 
・対象期間について、「令和３年度から令和７年度までの５年間に限

り」を「当該ホテル又は旅館が初めて登録された日後最初に固定資産税

を課することとなった年度から５年度分に限り」に改める。 
・ただし書を加える。「ただし、当該建物のうち、その目的以外に使用

する部分については、これを適用しない。」



プレス 用 

 令和８年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．４

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第９号 神栖市運動施設利用条例の一部を改正する条例 神之池パターゴルフ場を廃止することに伴い、所要の改正を行うも

のであります。なお、本改正に伴い改正する必要が生じた条例につ

いて、本条例の付則においてその一部を改正するものであります。 

【改正内容】 
・別表中、個人利用料について、神之池パターゴルフ場の項を削り、備

考において神之池パターゴルフ場の利用時間に係る規定を削る。 
・付則において、神栖市都市公園条例別表第１の神之池緑地運動施設の

項から神之池パターゴルフ場の種別を削る。

 議案第 10 号 神栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、文言の整理をするため、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
・第１０条（見出しを含む。）、第１１条の見出し、同条第１項、第１４条、及び第　

１９条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改正する。 
・第１４条の見出し中「防止」を「禁止」に改正する。 
・第１７条第６号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削り、同条 第７号中「、

終了に関する事項及び」を「及び終了に関する事項その他の」に改正する。 
・第２１条第３項中「事業に係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法第２７

条第１項又は第２９条第１項の確認において定める利用定員をいう。」を加える。 
・第２７条後段を削る。 
・第２８条中「その職員」を「その乳児等通園支援事業所の職員」に改正する。

 議案第 11 号 神栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

利用乳幼児に対する健康診断の全部又は一部を行わないことができ

る規定を追加するため、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
母子保健法に基づく乳幼児健康診査の内容が家庭的保育事業所等が実施

する健康診断の全部又は一部に相当する場合は、当該健康診断の全部又

は一部を省略することが可能となる規定を追加する。



プレス 用 

 令和８年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．５

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第 12 号 神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、引用する条項の整理を

するため、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
第２条第２３号中「第４３条第２項」を「第４３条第４項」に改める。

 議案第 13 号 神栖市印鑑条例の一部を改正する条例 電気通信事業法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするた

め、所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
第１３条の２中「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４

項第３号ロ」に改める。

 議案第 14 号 神栖市犯罪被害者等支援条例 犯罪被害者等への支援等に関し、基本理念等を定めることにより

犯罪被害者等が受けた被害の軽減、回復等に資するため、条例を

制定するものであります。 

【主な制定内容】 
・条例の目的、定義、基本理念、市の責務、市民等の責務、相談、情報

の提供等、安全の確保、居住の安定、犯罪被害者等支援見舞金の支給、

人材の育成等、市民等の理解の増進、民間支援団体への支援など

 議案第 15 号 神栖市農産物直売所の設置及び管理に関する条

例を廃止する条例

かみす農産物直売所運営組合の解散及び清算結了に伴い、条例を

廃止するものであります。 

【改正内容】 

神栖市農産物直売所の設置及び管理に関する条例の廃止



プレス 用 

 令和８年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．６

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第 16 号 神栖市下水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、

所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
第５条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８

項」に改める。

 議案第 17 号 神栖市水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、

所要の改正を行うものであります。 

【改正内容】 
第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８

項」に改める。

 議案第 18 号 令和７年度神栖市一般会計補正予算（第９号） 補正は歳入歳出それぞれ１０億８,１１８万４千円を追加し、補正後

の予算規模を４８０億９,１６５万８千円とするものであります。 

 

補正前の額　　４７,０１０,４７４千円 

補　正　額　　　１,０８１,１８４千円 

計　　　　４８,０９１,６５８千円 

 

補正の主な内容につきましては、令和６年度繰越金のうち、地方財

政法第７条に基づき１３億円を財政調整基金に積み立てるほか、教

育施設の改修を行うため、補正予算を計上するものであります。財

源としましては、国庫支出金、市債等を充てるものであります。

補正内容の詳細は財政課作成資料を参照



プレス 用 

 令和８年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．７

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第 19 号 令和７年度神栖市国民健康保険特別会計（事業

勘定）補正予算（第２号）

補正は歳入歳出それぞれ１億８,４９９万９千円を追加し、補正後

の予算規模を９９億３,０１０万９千円とするものであります。 

補正前の額　　　９,７４５,１１０千円 

補　正　額　　　　 １８４,９９９千円 

　　計　　　　　９,９３０,１０９千円 

補正の主な内容につきましては、令和６年度保険給付費等交付金

特別交付金の精算に伴う返還金及び国民健康保険支払準備基金へ

の積立金を増額するため、補正予算を計上するものであります。

財源としましては、繰越金等を充てるものであります。

 議案第 20 号 令和７年度神栖市介護保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第４号）

補正は歳入歳出それぞれ１億７,０６０万３千円を追加し、補正後

の予算規模を６２億６,７１０万５千円とするものであります。 

補正前の額　　　６,０９６,５０２千円 

補　正　額　　　　 １７０,６０３千円 

　　　　計　　　　　６,２６７,１０５千円 

補正の主な内容につきましては、令和６年度の介護給付費及び地

域支援事業費の確定に伴い、基金積立金及び諸支出金を増額する

ほか、介護予防・生活支援サービス利用者の増加に伴い、地域支

援事業費を増額するため、補正予算を計上するものであります。

財源としましては、繰越金等を充てるものであります。
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 令和８年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．８

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第 21 号 令和７年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第４号）

補正は歳入歳出それぞれ７,１６５万４千円を追加し、補正後の予

算規模を１３億２,５１４万６千円とするものであります。 

 

補正前の額　　　１,２５３,４９２千円 

補　正　額　　　　 　７１,６５４千円 

　　　　計　　　　　１,３２５,１４６千円 

 

補正の主な内容につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金

を増額するため、補正予算を計上するものであります。財源とし

ましては、後期高齢者医療保険料等を充てるものであります。

 議案第 22 号 令和７年度神栖市下水道事業会計補正予算（第

２号）

補正は、収益的収入の予定額から５１７万円を減額し、２０億　

２,６３５万円に、収益的支出の予定額から９００万円を減額し、

１９億５,２７２万７千円に、資本的収入の予定額から６,３５０

万円を減額し、８億８,１９５万５千円に、資本的支出の予定額か

ら１億３３６万４千円を減額し、１２億９,７０５万５千円とする

ものであります。 

 

（収益的収入） 

　　補正前の額　　　２,０３１,５２０千円 

　　補　正　額　　 　　　△５,１７０千円 

　　　　計　　　　　２,０２６,３５０千円 

 



プレス 用 

 令和８年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．９

議案番号 件 名 概 要 備考

 （収益的支出） 

　　補正前の額　　　１,９６１,７２７千円 

　　補　正　額　　 　　　△９,０００千円 

　　　　計　　　　　１,９５２,７２７千円 

（資本的収入） 

　　補正前の額　　　　 ９４５,４５５千円 

　　補　正　額　　 　  △６３,５００千円 

　　　　計　　　　　　 ８８１,９５５千円 

（資本的支出）　　　 

　　補正前の額　　　１,４００,４１９千円 

　　補　正　額　　 　△１０３,３６４千円 

　　　　　計          １,２９７,０５５千円 

補正の主な内容につきましては、収益的収入及び資本的収入にお

いて、国庫補助金の確定に伴い減額するものであり、収益的支出

及び資本的支出においては、事業費の確定に伴い減額するもので

あります。



プレス 用 

 令和８年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．１０

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第 23 号 令和８年度神栖市一般会計予算 歳入歳出予算の総額は、４４８億７,２００万円であり、前年度と

比較しますと、１億２,９８６万９千円の増額となっております。 

 

歳入歳出の総額　　　４４,８７２,０００千円 

　　　（前年度）　　　  ４４,７４２,１３１千円 

（比　較）　　　  　　 １２９,８６９千円

 議案第 24 号 令和８年度神栖市国民健康保険特別会計（事業

勘定）予算

歳入歳出予算の総額は、９６億７,９７４万４千円であり、前年度

と比較しますと、６,４００万８千円の減額となっております。 

 

歳入歳出の総額　　　　９,６７９,７４４千円 

（前年度）　　  　　９,７４３,７５２千円 

（比　較）　　　　　 　△６４,００８千円

 議案第 25 号 令和８年度神栖市介護保険特別会計（事業勘

定）予算

歳入歳出予算の総額は、６１億９,４４５万５千円であり、前年度

と比較しますと、１億３５５万４千円の増額となっております。 

 

歳入歳出の総額　  　　６,１９４,４５５千円 

　　　（前年度）　　  　　６,０９０,９０１千円 

（比　較）　　　　 　　１０３,５５４千円



プレス 用 

 令和８年第１回神栖市議会定例会提出議案の概要 

ＮＯ．１１

議案番号 件 名 概 要 備考

 議案第 26 号 令和８年度神栖市後期高齢者医療特別会計予算 歳入歳出予算の総額は、１４億７,１５２万５千円であり、前年度

と比較しますと、２億２,２９１万８千円の増額となっておりま

す。 

歳入歳出の総額　  　  １,４７１,５２５千円 

　　　（前年度）　　 　　 １,２４８,６０７千円 

　　　（比　較）　　　　　 　２２２,９１８千円

 議案第 27 号 令和８年度神栖市水道事業会計予算 水道事業会計予算は、総額４０億９,５２０万６千円であり、前年

度と比較しますと、７億２,７３２万１千円の減額となっておりま

す。 

支出の総額　 　　 　  ４,０９５,２０６千円 

　　（前年度）　　　　　  ４,８２２,５２７千円 

（比　較）　　　　　   △７２７,３２１千円

 議案第 28 号 令和８年度神栖市下水道事業会計予算 下水道事業会計予算は、総額３３億９,７７３万６千円であり、前

年度と比較しますと、３,５７０万５千円の増額となっておりま

す。 

支出の総額　  　 　　 ３,３９７,７３６千円 

　　（前年度）　　　　　  ３,３６２,０３１千円 

（比　較）　　　 　　  　　３５,７０５千円



提　案　理　由 

 

令和８年第１回神栖市議会定例会に提出いたしました議案につきまして、説明いた

します。 

今回の提出案件は、 

　人事に関するもの　　　　　　　　　　　　　　１件 

　条例に関するもの　　　　　　　　　　　　　１６件 

　　予算に関するもの　　　　　　　　　　　　　１１件 

　でございます。 

 

議案第１号につきましては、教育委員会委員の任命についてであり、井口　久惠 委

員の任期が令和８年３月２７日をもって満了することに伴い、人格が高潔で、教育、学

術及び文化に関し識見を有する 安藤　かおる 氏を教育委員会委員として任命したいの

で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同

意を求めるものであります。 

 

議案第２号につきましては、神栖市行政組織条例の一部を改正する条例についてで

あり、令和８年４月１日付けの行政組織改編に伴い、所要の改正を行うものであります。

なお、本改正に伴い改正する必要が生じた条例について、本条例の付則においてその一

部を改正するものであります。 

 

議案第３号につきましては、神栖市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例についてであり、基幹業務システムの標準化及び予防接種

法の一部改正による予防接種事務のデジタル化に伴い、任意予防接種に係る費用の助成

に関する事務について、個人番号の独自利用事務として規定する必要があるため、所要

の改正を行うものであります。 

 

議案第４号につきましては、神栖市行政手続条例の一部を改正する条例についてで

あり、行政手続法の一部改正に伴い、不利益処分における意見陳述に係る通知の公示送

達の方法を改めるため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第５号につきましては、神栖市監査委員条例の一部を改正する条例についてで

あり、地方自治法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、所要の改正を行

うものであります。 

 



議案第６号につきましては、神栖市附属機関に関する条例の一部を改正する条例に

ついてであり、神栖市成年後見制度利用促進協議会を設置し、成年後見制度の利用の促

進に関する基本的な事項について調査審議等するため、所要の改正を行うものでありま

す。 

 

議案第７号につきましては、神栖市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例についてであり、神栖市ハラスメント審査会において

知見のある外部委員を新たに委嘱するため、また、消防団員の確保を目的とした処遇改

善のため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第８号につきましては、神栖市税条例の一部を改正する条例についてであり、

国際観光ホテル整備法第３２条及び地方税法第６条第２項の規定に基づく固定資産税の

軽減税率について、その適用範囲及び適用期間を改定するため、所要の改正を行うもの

であります。 

 

議案第９号につきましては、神栖市運動施設利用条例の一部を改正する条例につい

てであり、神之池パターゴルフ場を廃止することに伴い、所要の改正を行うものであり

ます。なお、本改正に伴い改正する必要が生じた条例について、本条例の付則において

その一部を改正するものであります。 

 

議案第１０号につきましては、神栖市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例についてであり、乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準の一部改正に伴い、文言の整理をするため、所要の改正を行うもの

であります。 

 

議案第１１号につきましては、神栖市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例についてであり、家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の一部改正に伴い、利用乳幼児に対する健康診断の全部又は一部を行わ

ないことができる規定を追加するため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第１２号につきましては、神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであり、子ども・子育

て支援法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、所要の改正を行うもので

あります。 

 

 



議案第１３号につきましては、神栖市印鑑条例の一部を改正する条例についてであ

り、電気通信事業法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするため、所要の改正を

行うものであります。 

 

議案第１４号につきましては、神栖市犯罪被害者等支援条例についてであり、犯罪

被害者等への支援等に関し、基本理念等を定めることにより犯罪被害者等が受けた被害

の軽減、回復等に資するため、条例を制定するものであります。 

 

議案第１５号につきましては、神栖市農産物直売所の設置及び管理に関する条例を

廃止する条例についてであり、かみす農産物直売所運営組合の解散及び清算結了に伴い、

条例を廃止するものであります。 

 

議案第１６号につきましては、神栖市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例についてであり、地方自治法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をする

ため、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第１７号につきましては、神栖市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例についてであり、地方自治法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするた

め、所要の改正を行うものであります。 

 

議案第１８号につきましては、令和７年度神栖市一般会計補正予算（第９号）につ

いてであり、補正は歳入歳出それぞれ１０億８,１１８万４千円を追加し、補正後の予

算規模を４８０億９,１６５万８千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては、令和６年度繰越金のうち、地方財政法第７条に基

づき１３億円を財政調整基金に積み立てるほか、教育施設の改修を行うため、補正予算

を計上するものであります。財源としましては、国庫支出金、市債等を充てるものであ

ります。 

 

議案第１９号につきましては、令和７年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第２号）についてであり、補正は歳入歳出それぞれ１億８,４９９万　

９千円を追加し、補正後の予算規模を９９億３,０１０万９千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては、令和６年度保険給付費等交付金特別交付金の精算

に伴う返還金及び国民健康保険支払準備基金への積立金を増額するため、補正予算を計

上するものであります。財源としましては、繰越金等を充てるものであります。 

 

 



議案第２０号につきましては、令和７年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第４号）についてであり、補正は歳入歳出それぞれ１億７,０６０万３千円を

追加し、補正後の予算規模を６２億６,７１０万５千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては、令和６年度の介護給付費及び地域支援事業費の確

定に伴い、基金積立金及び諸支出金を増額するほか、介護予防・生活支援サービス利用

者の増加に伴い、地域支援事業費を増額するため、補正予算を計上するものであります。

財源としましては、繰越金等を充てるものであります。 

 

議案第２１号につきましては、令和７年度神栖市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第４号）についてであり、補正は歳入歳出それぞれ７,１６５万４千円を追加し、補

正後の予算規模を１３億２,５１４万６千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金を増額するため、

補正予算を計上するものであります。財源としましては、後期高齢者医療保険料等を充

てるものであります。 

 

議案第２２号につきましては、令和７年度神栖市下水道事業会計補正予算（第　　

２号）についてであり、補正は、収益的収入の予定額から５１７万円を減額し、２０億　

２,６３５万円に、収益的支出の予定額から９００万円を減額し、１９億５,２７２万　

７千円に、資本的収入の予定額から６,３５０万円を減額し、８億８,１９５万５千円に、

資本的支出の予定額から１億３３６万４千円を減額し、１２億９,７０５万５千円とす

るものであります。 

補正の主な内容につきましては、収益的収入及び資本的収入において、国庫補助金

の確定に伴い減額するものであり、収益的支出及び資本的支出においては、事業費の確

定に伴い減額するものであります。 

 

議案第２３号につきましては、令和８年度神栖市一般会計予算についてであり、歳

入歳出予算の総額は、４４８億７,２００万円であり、前年度と比較しますと、１億　

２,９８６万９千円の増額となっております。 

 

議案第２４号につきましては、令和８年度神栖市国民健康保険特別会計（事業勘

定）予算についてであり、歳入歳出予算の総額は、９６億７,９７４万４千円であり、

前年度と比較しますと、６,４００万８千円の減額となっております。 

 

議案第２５号につきましては、令和８年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）予

算についてであり、歳入歳出予算の総額は、６１億９,４４５万５千円であり、前年度

と比較しますと、１億３５５万４千円の増額となっております。 



議案第２６号につきましては、令和８年度神栖市後期高齢者医療特別会計予算につ

いてであり、歳入歳出予算の総額は、１４億７,１５２万５千円であり、前年度と比較

しますと、２億２,２９１万８千円の増額となっております。 

 

議案第２７号につきましては、令和８年度神栖市水道事業会計予算についてであり、

水道事業会計予算は、総額４０億９,５２０万６千円であり、前年度と比較しますと、

７億２,７３２万１千円の減額となっております。 

 

議案第２８号につきましては、令和８年度神栖市下水道事業会計予算についてであ

り、下水道事業会計予算は、総額３３億９,７７３万６千円であり、前年度と比較しま

すと、３,５７０万５千円の増額となっております。 




